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(57)【要約】
【課題】　着信端末からのコールバック時に、発信元と
通話できる可能性を従来より高めた発信元情報通知シス
テムを提供する。
【解決手段】　発信元端末は、発呼信号に、当該端末の
電話番号とは異なるコールバック用の電話番号を挿入し
て送信する。発呼信号が通過する通信網内サーバは、発
呼信号の送信元端末の電話番号と、挿入されていたコー
ルバック用の電話番号との関連を確認して、コールバッ
ク用の電話番号を認証する。着信端末は、発呼信号に挿
入されているコールバック用の電話番号を取り出して、
コールバック用の電話番号として保持する。コールバッ
ク用の電話番号は、例えば、ＦＭＣサービス番号である
。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ある呼の着信端末に対し、上記呼の発信元端末の電話番号とは異なるコールバック用の
電話番号を通知するコールバック番号通知手段をシステム内に設けたことを特徴とする発
信元情報通知システム。
【請求項２】
　上記コールバック番号通知手段は、上記発信元端末に設けられたものであり、発呼信号
に上記コールバック用の電話番号を挿入して送信することを特徴とする請求項１に記載の
発信元情報通知システム。
【請求項３】
　上記発呼信号が通過する通信網内サーバに、上記発呼信号に挿入されている上記コール
バック用の電話番号を認証するコールバック番号認証手段を有することを特徴とする請求
項２に記載の発信元情報通知システム。
【請求項４】
　上記コールバック番号通知手段は通信網内サーバに設けられたものであり、
　上記着信端末は、上記呼の発信元端末の電話番号を含むコールバック番号要求信号を送
信し、上記コールバック番号通知手段から、上記コールバック用の電話番号を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の発信元情報通知システム。
【請求項５】
　上記着信端末は、通知されたコールバック番号を自動的に含む内容を電話帳に登録させ
る電話帳登録手段を有することを特徴とする請求項１に記載の発信元情報通知システム。
【請求項６】
　発呼信号を送信する通信端末において、
　上記発呼信号に、当該通信端末の電話番号とは異なるコールバック用の電話番号を挿入
するコールバック番号挿入手段を有することを特徴とする通信端末。
【請求項７】
　発呼信号が通過する通信網内サーバにおいて、
　上記発呼信号にコールバック用の電話番号を挿入されていた場合、上記発呼信号の送信
元端末の電話番号と、挿入されていた上記コールバック用の電話番号との関連を確認して
、上記コールバック用の電話番号を認証するコールバック番号認証手段を有することを特
徴とする通信網内サーバ。
【請求項８】
　発呼信号が着信する通信端末において、
　上記発呼信号にコールバック用の電話番号を挿入されていた場合、挿入されていた上記
コールバック用の電話番号を取り出して、コールバック用の電話番号として保持するコー
ルバック番号保持手段を有することを特徴とする通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発信元情報通知システム、通信網内サーバ及び通信端末に関し、例えば、電
話・テレビ電話等の通信環境におけるＦＭＣ（固定系・移動系融合）サービスを前提とし
た場合の付加サービスの提供に適用し得るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、回線交換網を利用した呼でもＩＰパケット交換網を利用した呼でも、呼が着信し
た端末において、発信元の電話番号、又は、端末においてその電話番号に関連付けて登録
された発信元の氏名等を表示するものがあった（特許文献１、特許文献２参照）。表示さ
れた電話番号をメモ書きすることなどにより、手動のコールバックが可能となる。
【０００３】
　また、着信端末が、発信元の電話番号を記憶しておき、利用者の操作に応じて、その記
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憶していた発信元の電話番号を提示し、コールバックを実行し易くしているものも提供さ
れている（特許文献３）。
【特許文献１】特開２００６－２３７７５１
【特許文献２】特開２００４－０８８７９６
【特許文献３】特開２００７－０７４４４３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、発信端末が固定電話の場合には、コールバック時には発信元が他の場所
に居て連絡をとれないことも生じる。
【０００５】
　また、発信元がＦＭＣサービスの利用者であって、ＦＭＣワンナンバーを入力した発呼
により、例えば、プレゼンス情報に応じた固定電話又は携帯電話に掛けることができる者
であっても、コールバック用に、着信者が取得した電話番号は発呼時に端末に割り振られ
ている電話番号であるため、ＦＭＣワンナンバーを入力したコールバックを実行すること
ができない。
【０００６】
　本発明は、以上の点に鑑みなされたものであり、着信端末からのコールバック時に、発
信元と通話できる可能性を従来より高めた発信元情報通知システム、通信網内サーバ及び
通信端末を提供しようとしたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の本発明の発信元情報通知システムは、ある呼の着信端末に対し、上記呼の発信元
端末の電話番号とは異なるコールバック用の電話番号を通知するコールバック番号通知手
段をシステム内に設けたことを特徴とする。
【０００８】
　第２の本発明は、発呼信号を送信する通信端末において、上記発呼信号に、当該通信端
末の電話番号とは異なるコールバック用の電話番号を挿入するコールバック番号挿入手段
を有することを特徴とする。
【０００９】
　第３の本発明は、発呼信号が通過する通信網内サーバにおいて、上記発呼信号にコール
バック用の電話番号を挿入されていた場合、上記発呼信号の送信元端末の電話番号と、挿
入されていた上記コールバック用の電話番号との関連を確認して、上記コールバック用の
電話番号を認証するコールバック番号認証手段を有することを特徴とする。
【００１０】
　第４の本発明は、発呼信号が着信する通信端末において、上記発呼信号にコールバック
用の電話番号を挿入されていた場合、挿入されていた上記コールバック用の電話番号を取
り出して、コールバック用の電話番号として保持するコールバック番号保持手段を有する
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、着信端末からのコールバック時に、発信元と通話できる可能性を従来
より高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
（Ａ）第１の実施形態
　以下、本発明による発信元情報通知システム、通信網内サーバ及び通信端末の第１の実
施形態を、図面を参照しながら詳述する。第１の実施形態の発信元情報通知システムは、
ワンナンバーのＦＭＣサービスシステムに適用されたものである。
【００１３】
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（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図１は、第１の実施形態に係るＦＭＣサービスシステム（発信元情報通知システム）１
０に属する各種装置の接続構成並びに情報の流れを示すブロック図である。
【００１４】
　図１において、第１の実施形態に係るＦＭＣサービスシステム１０は、着信者に係る端
末（以下、着信端末と呼ぶ）１１、同一発信元に係る端末（以下、発信元端末と呼ぶ）１
２及び１３、ＦＭＣサービスを提供する、通信事業者網１６に設けられている交換機１４
及びアプリケーションサーバ１５を有する。
【００１５】
　端末１１～１３は、電話・テレビ電話等の通信サービスに用いられる端末であり、端末
１１はユーザ（着信者）Ａに係る端末として記述しており、端末１２及び１３は、ＦＭＣ
サービス加入者であるユーザ（発信元）Ｂに係る端末として記述している。
【００１６】
　発信元端末１２及び着信端末１１は固定端末である必要はないが、以下では、固定端末
として説明する。発信元端末１３及び着信端末１１はそれぞれ、異なる通信事業者に属し
ていても良く、ＣＳ網（回線交換網）、ＰＳ網（パケット交換網）のいずれに属していて
も良い。発信元端末１２はＰＳ網の端末であり、ＳＩＰクライアントである。ＰＳＴＮ、
３Ｇ携帯網はＣＳ網であり、Ｗｉ－Ｆｉブロードバンド接続等によるＩＰ電話網はＰＳ網
に該当する。
【００１７】
　なお、端末１１～１３が属する通信事業者網１６は、単独の通信事業者で構成されてい
ても良く、複数の通信事業者の相互接続により構成されていても良い。
【００１８】
　図２は、発信元通知に係る機能面から発信元端末１２又は１３（図２の説明では端末１
２とする）の内部構成を示すブロック図である。
【００１９】
　図２において、発信元端末１２は、コールバック番号挿入フラグ設定部２０、コールバ
ック番号記憶部２１及び発呼信号組立部２２を有する。
【００２０】
　コールバック番号挿入フラグ設定部２０は、発呼信号にコールバック番号を含めるか否
かを示すコールバック番号挿入フラグのオン、オフを設定、保持するものである。発呼信
号には、当該発信元端末１２に係る電話番号（以下、発信元番号と呼ぶ）が含まれるが、
これとは別にコールバックの際に掛けて欲しい電話番号（以下、コールバック番号と呼ぶ
）を含めるか否かを当該フラグが指示するものである。例えば、多くの電話端末では、簡
易留守録機能を有しているが、簡易留守録機能を有効（オン）とするか否かと同様な手順
で、コールバック番号挿入フラグを設定させるようにしても良く、また、当該フラグの状
態を簡単に切り替えられるワンタッチキーを当該発信元端末１２に設けるようにしても良
い。
【００２１】
　コールバック番号記憶部２１は、発呼信号に挿入するコールバック番号を記憶している
ものである。例えば、発信元端末１２は、コールバック番号挿入フラグがオンに変更され
たときに、コールバック番号を新たに入力させて、コールバック番号記憶部２１に記憶さ
せるようにしても良い。また例えば、発信元端末１２は、コールバック番号挿入フラグが
オフに変更されたときにも記憶内容を消去せず、その後、コールバック番号挿入フラグが
オンに変更されたときに記憶しているコールバック番号を表示させ、このコールバック番
号を使用するか否かをユーザに問い、変更する意思のときに、新たに入力させて、コール
バック番号記憶部２１に記憶させるようにしても良い。
【００２２】
　ここで、コールバック番号はユーザが自由に決められるようにしても良く（但し、発信
元番号を除くような設定にしても良く、逆に、発信元番号の設定を認めるようにしても良
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い）、また、コールバック番号となり得る番号に制約を設けるようにしても良い。例えば
、０６０で始まるＦＭＣワンナンバー（ＦＭＣサービス番号）だけがコールバック番号に
なり得るという制約を設けるようにしても良い。
【００２３】
　発呼信号組立部２２は、ユーザＡによって発呼操作された際に発呼信号を組み立てて通
信事業者網１６に向けて送出するものである。発呼信号組立部２２は、この発呼信号を組
み立てる際、コールバック番号挿入フラグ設定部２０のコールバック番号挿入フラグがオ
ンされているか否かを確認し、オンされている場合には、コールバック番号記憶部２１に
記憶されているコールバック信号を発呼信号に含める。例えば、当該発信元端末１２がＳ
ＩＰに従う端末であれば、発呼信号はＩＮＶＩＴＥリクエストが該当し、コールバック番
号挿入用に定めたオプションヘッダにコールバック番号を挿入する。
【００２４】
　交換機１４は、着信端末１１及び発信元端末１２間の通話路の確立に介在する交換機や
サーバ（例えば、ＳＩＰ交換機）が該当するものである。通話路の確立に複数の交換機や
サーバなどが介在することもあり得るが、図１では、ＦＭＣサービスの提供に供する交換
機１４だけを図示している。
【００２５】
　図３は、発信元通知に係る機能面から交換機１４の内部構成を示すブロック図である。
【００２６】
　図３において、交換機１４は、コールバック番号挿入判定部３０、挿入番号認証部３１
及びコールバック番号除外部３２を有する。
【００２７】
　コールバック番号挿入判定部３０は、発呼信号（例えば、発信元端末１２が送信した発
呼信号）を受信すると、その発呼信号にコールバック番号が挿入されているか否かを判別
するものである。
【００２８】
　挿入番号認証部３１は、コールバック番号挿入判定部３０が発呼信号にコールバック番
号が挿入されていると判定したときに、アプリケーションサーバ１５と協働して挿入され
ているコールバック信号を認証するものである。
【００２９】
　コールバック番号除外部３２は、発呼信号にコールバック番号が挿入されていない場合
、及び、発呼信号にコールバック番号が挿入されていてしかも認証できた場合には、発呼
信号からコールバック信号を除外せず、発呼信号にコールバック番号が挿入されていてし
かも認証できない場合には、受信した発呼信号からコールバック番号を除外するものであ
る。例えば、コールバック番号挿入用に定めたオプションヘッダに挿入されているコール
バック番号を消去したり、又は、コールバック番号挿入用に定めたオプションヘッダその
ものを消去したりする。なお、除外に代え、発信元番号をコールバック番号として上書き
するようにしても良い。
【００３０】
　交換機１４は、上述したコールバック番号挿入判定部３０、挿入番号認証部３１及びコ
ールバック番号除外部３２の機能を除けば従来と同様に機能するものである。
【００３１】
　図４は、アプリケーションサーバ１５に設けられているＦＭＣサービス加入者データベ
ース（ＦＭＣサービス加入者ＤＢ）１５Ａの構成を示す説明図である。
【００３２】
　ＦＭＣサービス加入者データベース１５Ａは、図４に示すように、加入者の氏名・愛称
などの加入者識別情報、「０６０」番号で始まるその加入者に対するＦＭＣサービス番号
、複数（１つでも良い）の着信転送先の候補番号、その時点でどの候補番号を着信転送先
としているかを示す転送先フラグ等のデータを有する。
【００３３】
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　図４の例では、加入者「Ｂ」については、そのＦＭＣサービス番号が「０６０－１２３
４－ｘｘｘｘ」であって転送先の候補番号が「０５０－２３４５－ｙｙｙｙ」及び「０９
０－３４５６－ｚｚｚｚ」であり、その時点では、候補番号「０５０－２３４５－ｙｙｙ
ｙ」の方が有効となっていることを表している。
【００３４】
　例えば、挿入番号認証部３１は、受信した発呼信号に含まれている発信元番号をアプリ
ケーションサーバ１５に与えて、ＦＭＣサービス番号をアプリケーションサーバ１５から
取り出し、そのＦＭＣサービス番号とコールバック番号とが一致するか否かで認証する。
また例えば、挿入番号認証部３１は、受信した発呼信号に含まれている発信元番号及びコ
ールバック番号（ＦＭＣサービス番号）をアプリケーションサーバ１５に与え、アプリケ
ーションサーバ１５が、与えられた発信元番号及びコールバック番号（ＦＭＣサービス番
号）が同一加入者に係る番号か否かを確認し、その結果を挿入番号認証部３１に与え、挿
入番号認証部３１がその結果に基づいて認証する。
【００３５】
　図５は、発信元通知に係る機能面から着信端末１１の内部構成を示すブロック図である
。
【００３６】
　図５において、着信端末１１は、発信者番号抽出部５０、コールバック番号抽出部５１
、着信履歴保持部５２、着信時番号表示制御部５３及びコールバック時番号表示制御部５
４を有する。
【００３７】
　発信者番号抽出部５０は、受信した発呼信号から発信元番号を抽出するものである。な
お、発信元番号の抽出（表示）が拒否されている場合（非通知の場合）には、発信者番号
抽出部５０は、抽出動作を実行しない。
【００３８】
　コールバック番号抽出部５１は、受信した発呼信号にコールバック信号が挿入されてい
る場合に、コールバック番号を抽出するものである。なお、非通知の場合にもコールバッ
ク信号が挿入されていても良い。
【００３９】
　着信履歴保持部５２は、例えば、所定数の着信履歴を保持するものである（最新のもの
だけを保持するものであっても良い）。ここで、「１つの着信履歴」とは、（ａ）受信し
た発呼信号が発信元番号の非通知のものの場合には「非通知」が該当し、（ｂ）受信した
発呼信号から発信元番号だけが抽出された場合には「発信元番号」が該当し、（ｃ）受信
した発呼信号から発信元番号及びコールバック番号が抽出された場合には「発信元番号及
びコールバック番号の組」が該当する。なお、（ｂ）や（ｃ）の場合には、当該着信端末
１１が有する電話帳機能を利用し、発信元の氏名や愛称等を着信履歴に含めるようにして
も良い。
【００４０】
　着信時番号表示制御部５３は、発呼信号の着信時において、その発呼信号の発信元に係
る番号情報を表示させるものである。上記（ａ）の場合ではあれば、発信元が「非通知」
である旨を図示しないディスプレイに表示させ、上記（ｂ）の場合ではあれば、「発信元
番号」を表示させる。また、上記（ｃ）の場合ではあれば、「発信元番号及びコールバッ
ク番号」を表示させる。この場合において、発信元番号及びコールバック番号を併記して
表示させるようにしても良く、発信元番号及びコールバック番号の一方を表示させ、着信
加入者Ａの表示切替操作（例えば、カーソル移動キーの操作）によって表示を他方に切り
替えるようにしても良い。なお、上記（ｃ）の場合に、発信元番号又はコールバック番号
の一方を切替えられないように固定的に表示させるようにしても良い。なお、着信時番号
表示制御部５３は、番号に代えて、又は、番号に加えて、発信元の氏名や愛称を表示する
ようにしても良い。
【００４１】
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　コールバック時着信番号表示制御部５４は、着信履歴の一覧の表示若しくは最新の着信
履歴の表示が着信ユーザＡによって要求されたときに、着信履歴の一覧若しくは最新の着
信履歴を表示させるものである。ここでも、上記（ａ）に係る着信履歴については、発信
元が「非通知」である旨を図示しないディスプレイに表示させ、上記（ｂ）に係る着信履
歴については、「発信元番号」を表示させる。また、上記（ｃ）に係る着信履歴について
は、「発信元番号及びコールバック番号」を表示させる。この場合において、発信元番号
及びコールバック番号を併記して表示させるようにしても良く、発信元番号及びコールバ
ック番号の一方を表示させ、着信加入者Ａの表示切替操作によって表示を他方に切り替え
るようにしても良い。なお、上記（ｃ）に係る着信履歴については、コールバック番号を
切替えられないように固定的に表示させるようにしても良い。コールバック時着信番号表
示制御部５４は、着信履歴の一覧表示ではいずれかの着信履歴にカーソルが位置させてお
く。なお、コールバック時番号表示制御部５４は、番号に代えて、又は、番号に加えて、
コールバックしようとする相手の氏名や愛称を表示するようにしても良い。
【００４２】
　コールバック時着信番号表示制御部５４は、着信履歴が特定されている状態（カーソル
が位置している場合や、最新表示の場合など）において、発呼が指示された場合には、図
示しない呼制御部に対して、発信先の電話番号を供給するものである。但し、上記（ａ）
に係る着信履歴が特定の場合には、発呼指示を無視する。また、上記（ｂ）に係る着信履
歴が特定の場合には、着信履歴における発信元番号をこれから発信する先の電話番号とし
て供給する。上記（ｃ）に係る着信履歴が特定の場合には、着信履歴におけるコールバッ
ク番号をこれから発信する先の電話番号として供給する。
【００４３】
　また、コールバック時着信番号表示制御部５４は、着信履歴が特定されている状態（カ
ーソルが位置している場合や、最新表示の場合など）において、電話帳登録操作がなされ
た場合には、電話帳登録動作に移行させる。電話帳の１レコードの項目として、複数の電
話番号を記載できるようにしても良く、また、電話番号とコールバック番号とを区別して
記載できるようにしても良い。電話帳登録動作の移行時において、着信履歴が発信元番号
及びコールバック番号を含むものであれば、電話帳の登録しようとするレコードにおける
電話番号やコールバック番号用の項目に着信履歴に係る番号を自動的に挿入し、氏名など
の他の項目を空欄として、他の項目を入力させるようにする。
【００４４】
（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、第１の実施形態に係るＦＭＣサービスシステム１０におけるコールバックに関係
する動作を説明する。
【００４５】
　ＦＭＣサービス加入者であるユーザ（発信元）Ｂは、いつも、発信元端末１２の居ると
は限らず、発信元端末１３を利用する場所などに居ることも考慮し、発信元端末１２に対
し、発呼信号に発信元番号に加え、ＦＭＣワンナンバーでなるコールバック番号を含める
ように設定しているとする（コールバック番号挿入フラグがオン）。
【００４６】
　ユーザＢが、発信元端末１２に対して、着信端末１１宛の発呼操作をすると、発信元端
末１２は、コールバック番号挿入フラグ設定部２０に設定されているコールバック番号挿
入フラグがオンであるため、コールバック番号記憶部２１に記憶されているコールバック
番号も発呼信号に含める。
【００４７】
　このような発呼信号が与えられた交換機１４においては、受信した発呼信号にコールバ
ック番号が挿入されているため、アプリケーションサーバ１５と協働して挿入されている
コールバック信号を認証する。
【００４８】
　受信した発呼信号に含まれている発信元番号とコールバック番号との関係が、ＦＭＣサ
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ービス加入者データベース１５Ａの格納内容から見て適切な場合には、交換機１４におい
て、認証ＯＫが得られ、コールバック番号を含んだまま発呼信号が、交換機１４によって
交換される。
【００４９】
　コールバック番号を含んだ発呼信号が与えられた着信端末１１においては、発呼信号か
ら、発信元番号及びコールバック番号が抽出されて表示される。着信者Ａがその場にいた
としても、かかる表示に基づいて、電話に出るか否かが判断される。このような着信時に
は、着信者Ａが電話に出た（オフフックした）か否かに拘わらず、発呼信号から抽出され
た、発信元番号及びコールバック番号が記憶される。
【００５０】
　この着信時点から時間をおいて、着信者Ａがコールバックしたくなった場合には、着信
履歴の一覧を表示させ、該当する着信履歴にカーソルを位置させて発信を指示する。この
とき、着信履歴情報のうちのコールバック番号（ＦＭＣサービス番号（ＦＭＣワンナンバ
ー））を発信先番号とした発呼信号が着信端末１１から送信される。
【００５１】
　このＦＭＣサービス番号を発信先番号とした発呼信号を受信した交換機１４は、ＦＭＣ
サービス番号をアプリケーションサーバ１５に与え、アプリケーションサーバ１５から、
その加入者Ｂが、現時点で送信を希望している端末１２又は１３の電話番号を得て、その
電話番号を発信先番号とした発呼信号に変更して送信する。
【００５２】
　これにより、ユーザＢが、発信元端末１２から着信端末１１宛に発呼した後、端末１３
側を利用するようにプレゼンス情報が変更になっていれば、コールバック時には、端末１
２ではなく端末１３に発呼信号が送信され、ユーザＢを捕捉することができるようになる
。
【００５３】
　なお、着信者Ａは、着信した発信元番号及びコールバック番号を含む内容を電話帳に登
録することもできる。電話帳の登録動作は、既存のものとほぼ同様であるが、第１の実施
形態の場合、コールバック番号も登録対象となっている。
【００５４】
（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　第１の実施形態によれば、発呼信号に発信元番号の他にコールバック用の電話番号を挿
入し、着信端末からのコールバックを挿入されているコールバック用の電話番号に対して
実行するようにしたので、着信端末からのコールバック時に、発信元と通話できる可能性
を従来より高めることができる。
【００５５】
　また、交換機においてコールバック番号を認証するようにしたので、発信元番号以外に
コールバック番号を設定できるというサービスが、不正に利用されることを抑制すること
ができる。
【００５６】
（Ｂ）第２の実施形態
　次に、本発明による発信元情報通知システム、通信網内サーバ及び通信端末の第２の実
施形態を、図面を参照しながら詳述する。第２の実施形態の発信元情報通知システムも、
ワンナンバーのＦＭＣサービスシステムに適用されたものである。
【００５７】
　上述した第１の実施形態は、着信端末に与える発呼信号にコールバック番号を挿入して
おくことにより、着信端末がコールバック番号を得るものであった。この第２の実施形態
は、着信端末がコールバック番号の送信を交換機に要求することにより、着信端末がコー
ルバック番号を得るものである。
【００５８】
（Ｂ－１）第２の実施形態の構成
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　図６は、第２の実施形態に係るＦＭＣサービスシステム（発信元情報通知システム）１
０Ａに属する各種装置の接続構成並びに情報の流れを示すブロック図であり、第１の実施
形態に係る図１との同一、対応部分には同一符号を付して示している。
【００５９】
　図６において、第２の実施形態に係るＦＭＣサービスシステム１０Ａも、着信端末１１
、発信元端末１２及び１３、交換機１４及びアプリケーションサーバ１５を有する。
【００６０】
　発信元端末１２及び１３の機能は従来のものと同様である。この第２の実施形態の場合
、例えば、発信元端末１２からの発呼信号には発信元番号が含まれるが、コールバック番
号は含まれず、着信端末１１は、着信履歴に係る番号として発信元番号だけを取得する。
【００６１】
　図７は、コールバック番号取得に係る機能面から、第２の実施形態における着信端末１
１の内部構成を示すブロック図である。
【００６２】
　図７において、着信端末１１は、着信履歴保持部６０、着信履歴表示制御部６１、コー
ルバック番号要求部６２及びコールバック指示受付部６３を有する。
【００６３】
　着信履歴保持部６０は、例えば、所定数の着信履歴を保持するものであり、第２の実施
形態の場合、非通知の着信履歴を除けば、各着信履歴には発信元番号が含まれているもの
であり、第１の実施形態とは異なり、コールバック番号は含まれていない。
【００６４】
　着信履歴表示制御部６１は、着信履歴の一覧表示（若しくは最新の着信履歴の表示）が
着信ユーザＡによって要求されたときに、着信履歴の一覧（若しくは最新の着信履歴）を
表示させるものである。この表示時には、いずれかの着信履歴にカーソルが付与され、着
信履歴表示制御部６１は、カーソルの移動操作に応じてカーソルを付与している着信履歴
を変化させる。
【００６５】
　コールバック番号要求部６２は、着信履歴の一覧表示状態（若しくは最新の着信履歴の
表示状態）において、着信ユーザＡがコールバック番号の要求操作を行ったことを検出し
たときに、交換機１４に対して、コールバック番号要求信号を送信するものである。コー
ルバック番号要求信号は、交換機１４との間で予め定めたフォーマットに従う信号であり
、例えば、ＳＩＰのＳＵＢＳＣＲＩＢＥリクエストなどを利用できる。コールバック番号
要求信号には、カーソルが付与されている着信履歴における発信元番号が含まれる。コー
ルバック番号要求部６２は、交換機１４からコールバック番号が返信されたときには、表
示されている着信履歴の一覧における発信元番号に代えて、又は、発信元番号に併記させ
てコールバック番号を表示させるものである。前者の場合には、表示されている番号がコ
ールバック番号である旨のマークなどを併せて表示させる。
【００６６】
　コールバック指示受付部６３は、着信履歴が特定されている状態（カーソルが位置して
いる場合や、最新表示の場合など）において、発呼が指示された場合には、図示しない呼
制御部に対して、発信先の電話番号を供給するものであり、特定されている着信履歴がコ
ールバック番号を有するものであればコールバック番号を発信先の電話番号として供給し
、特定されている着信履歴がコールバック番号のないものであれば発信元番号を発信先の
電話番号として供給する。
【００６７】
　コールバック指示受付部６３は、第１の実施形態のコールバック時着信番号表示制御部
５４と同様に、電話帳への登録動作に移行する処理を実行できるようにしても良い。
【００６８】
　図８は、コールバック番号取得に係る機能面から交換機１４の内部構成を示すブロック
図である。
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【００６９】
　図８において、交換機１４は、コールバック番号要求受信部７０、コールバック番号取
得依頼部７１及びコールバック番号返信部７２を有する。
【００７０】
　コールバック番号要求受信部７０は、種々の端末から到来した各種信号から、コールバ
ック番号要求信号を認識し、発信元番号を取り出してコールバック番号取得依頼部７１に
与えるものである。
【００７１】
　コールバック番号取得依頼部７１は、アプリケーションサーバ１５に対し、発信元番号
を与えて、その発信元番号に対応するＦＭＣサービス番号（ＦＭＣワンナンバー）の取得
を依頼するものである。なお、このときに、アプリケーションサーバ１５は、ＦＭＣサー
ビス加入者データベース１５Ａ（図４参照）をアクセスし、発信元番号に対応するＦＭＣ
サービス番号を取り出して、コールバック番号取得依頼部７１に与える。
【００７２】
　コールバック番号返信部７２は、コールバック番号要求信号を送信した端末に対し、コ
ールバック番号（ＦＭＣサービス番号）を含む要求応答信号を返信するものである。要求
応答信号は、予め定められたフォーマットに従う信号であり、例えば、ＮＯＴＩＦＹレス
ポンスなどを利用できる。
【００７３】
（Ｂ－２）第２の実施形態の動作
　次に、第２の実施形態に係るＦＭＣサービスシステム１０Ａにおけるコールバックに関
係する動作を説明する。
【００７４】
　着信端末１１が、内部の着信履歴保持部６０に、最新の所定数の着信履歴を保持する動
作は公知の動作と同様であり、その説明は省略する。
【００７５】
　着信端末１１のユーザＡが、さほど経過していない過去に着信した発信元の端末にコー
ルバックしたくなったときには、着信端末１１に対して、着信履歴の一覧表示（若しくは
最新の着信履歴の表示）を要求する操作を行い、着信履歴の一覧を表示させる。
【００７６】
　ユーザＡは、着信履歴の一覧から発信したい電話番号（過去の発信元番号）を見付けた
が、その番号のユーザＢがＦＭＣサービスの加入者であって、表示された番号に発呼して
も、現在はその端末の場所にいないのではないかと不安になったり、又は、実際に発呼し
たがオフフックされなかったりした場合には、着信履歴の一覧の中の該当する電話番号に
カーソルを位置させて、コールバック番号の要求操作を行う。このとき、着信端末１１は
、コールバック番号要求信号を交換機１４に送信する。
【００７７】
　交換機１４は、コールバック番号要求信号を受信すると、コールバック番号要求信号か
ら発信元番号を取り出し、アプリケーションサーバ１５に対し、発信元番号を与えて、そ
の発信元番号に対応するＦＭＣサービス番号（ＦＭＣワンナンバー）の取得を依頼する。
アプリケーションサーバ１５は、ＦＭＣサービス加入者データベース１５Ａをアクセスし
、発信元番号に対応するＦＭＣサービス番号を取り出して交換機１４に与える。交換機１
４は、コールバック番号要求信号を送信した端末に対し、コールバック番号（ＦＭＣサー
ビス番号）を含む要求応答信号を返信する。
【００７８】
　着信端末１１は、交換機１４からコールバック番号が返信されたときには、表示されて
いる着信履歴の一覧における発信元番号に代えて、又は、発信元番号に併記させてコール
バック番号を表示させる。
【００７９】
　ユーザＡは、コールバック番号が表示されると、発呼を指示し、着信端末１１は、図示
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しない呼制御部に対して、コールバック番号を発信先の電話番号として供給し、発呼信号
を送信する。
【００８０】
（Ｂ－３）第２の実施形態の効果
　第２の実施形態によれば、着信信号に含まれていた発信元番号をキーとして、交換機か
らコールバック用の電話番号を取り出して、コールバックを実行できるようにしたので、
着信端末からのコールバック時に、発信元と通話できる可能性を従来より高めることがで
きる。
【００８１】
（Ｃ）他の実施形態
　上記各実施形態の説明においても、種々変形実施形態に言及したが、さらに、以下に例
示するような変形実施形態を挙げることができる。
【００８２】
　第１の実施形態では、発信元端末が送信した発呼信号にコールバック番号を挿入するも
のを示したが、コールバック番号の挿入を交換機が実行するようにしても良い。例えば、
発呼信号には、コールバック番号の挿入の意図を表す情報だけを挿入し、又は、交換機に
対してコールバック番号の挿入サービスをオンにする操作を行っておき、交換機が、発呼
信号を受信したときに、その発信元のＦＭＣサービス番号（ＦＭＣワンナンバー）をアプ
リケーションサーバから取り出して、発呼信号に挿入するようにしても良い。このように
した場合には、上述した認証を不要とすることができる。また、挿入するコールバック番
号を、交換機に任意に設定できるようにしても良い。
【００８３】
　また、第１の実施形態では、発信元端末が常に発呼信号にコールバック番号を挿入する
ものを示したが、発信元ユーザＢがコールバック番号を発呼信号に挿入するか否かを通話
毎に選択できるようにしても良い。
【００８４】
　第２の実施形態では、着信ユーザの要求操作に応じて、着信端末がコールバック番号を
取り出すものを示したが、着信端末がコールバック番号を自動的に取り出すようにしても
良い。例えば、通話が終了した場合や、リンガの鳴動に拘わらずオフフックがなされず、
発信元がオンフックした場合に、着信端末がコールバック番号を自動的に取り出す動作を
開始するようにしても良い。
【００８５】
　上記各実施形態では、ワンナンバーのＦＭＣサービスシステムに本発明を適用した場合
を示したが、本発明の適用対象はＦＭＣサービスシステムに限定されない。すなわち、コ
ールバック番号はＦＭＣサービス番号に限定されるものではない。例えば、交換機などに
転送先番号を設定する動作とほぼ同様な動作により、コールバック番号をユーザＢが任意
に設定できるようにしても良い。また、本発明のコールバックに係るサービスを実現でき
るプロトコルはＳＩＰに限定されるものではない。
【００８６】
　上記各実施形態では、着信端末がコールバック番号を表示出力するものを示したが、他
の出力方法を適用しても良い。例えば、音声合成で出力するようにしても良い。
【００８７】
　上記各実施形態では、交換機１４及びアプリケーションサーバ１５が別個のものを示し
たが、これらが融合されたサーバであっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】第１の実施形態に係るＦＭＣサービスシステム（発信元情報通知システム）に属
する各種装置の接続構成並びに情報の流れを示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態における発信元端末の内部構成を、発信元通知に係る機能面から
示すブロック図である。
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【図３】第１の実施形態における交換機の内部構成を、発信元通知に係る機能面から示す
ブロック図である。
【図４】第１の実施形態におけるＦＭＣサービス加入者データベースの構成を示す説明図
である。
【図５】第１の実施形態における着信端末の内部構成を、発信元通知に係る機能面から示
すブロック図である。
【図６】第２の実施形態に係るＦＭＣサービスシステム（発信元情報通知システム）に属
する各種装置の接続構成並びに情報の流れを示すブロック図である。
【図７】第２の実施形態における着信端末の内部構成を、コールバック番号取得に係る機
能面から示すブロック図である。
【図８】第２の実施形態における交換機の内部構成を、コールバック番号取得に係る機能
面から示すブロック図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１０、１０Ａ…ＦＭＣサービスシステム、１１…着信端末、１２、１３…発信元端末、
１４…交換機、１５…アプリケーションサーバ、１５Ａ…ＦＭＣサービス加入者データベ
ース、１６…通信事業者網、２０…コールバック番号挿入フラグ設定部、２１…コールバ
ック番号記憶部、２２…発呼信号組立部、３０…コールバック番号挿入判定部、３１…挿
入番号認証部、３２…コールバック番号除外部、５０…発信者番号抽出部、５１…コール
バック番号抽出部、５２…着信履歴保持部、５３…着信時番号表示制御部、５４…コール
バック時番号表示制御部、６０…着信履歴保持部、６１…着信履歴表示制御部、６２…コ
ールバック番号要求部、６３…コールバック指示受付部、７０…コールバック番号要求受
信部、７１…コールバック番号取得依頼部、７２…コールバック番号返信部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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